
奈
良
県
が
設
立
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
三
十
二
号

奈
良
県
が
設
立
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
が
設
立
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
規
則
（
平

成
十
九
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
中
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
及
び
行
政
サ
ー
ビ
ス
実
施
コ
ス
ト
計
算
書
」
を
「
行

政
コ
ス
ト
計
算
書
、
純
資
産
変
動
計
算
書
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
（
公
立
大
学
法
人
に
あ

っ
て
は
、
純
資
産
変
動
計
算
書
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
）
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
二
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

法
人
の
目
的
及
び
業
務
内
容

二

法
人
の
位
置
付
け
及
び
役
割

三

中
期
目
標
の
概
要

四

理
事
長
の
理
念
並
び
に
運
営
上
の
方
針
及
び
戦
略

五

中
期
計
画
及
び
年
度
計
画
の
概
要

六

持
続
的
に
適
正
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
の
源
泉

七

業
務
運
営
上
の
課
題
及
び
リ
ス
ク
並
び
に
そ
の
対
応
策

八

業
績
の
適
正
な
評
価
に
資
す
る
情
報

九

業
務
の
成
果
及
び
当
該
業
務
に
要
し
た
資
源

十

予
算
及
び
決
算
の
概
要

十
一

財
務
諸
表
の
要
約

十
二

財
政
状
態
、
運
営
状
況
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
の
理
事
長
に
よ
る
説
明

十
三

内
部
統
制
の
運
用
に
関
す
る
情
報

十
四

法
人
に
関
す
る
基
礎
的
な
情
報

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
奈
良
県
が
設
立
す
る
地
方
独

立
行
政
法
人
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
規
則
第
十
一
条
及
び
第
十
一
条
の
二
の
規



定
は
、
令
和
四
年
度
の
事
業
年
度
か
ら
適
用
す
る
。
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